
岡崎市私立幼稚園等一時預かり事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）

第 59 条第 10 号の規定に基づき地域子ども・子育て支援事業として実

施する一時預かり事業のうち、私立幼稚園及び私立認定こども園が、

岡崎市私立幼稚園等一時預かり事業実施要綱（以下「実施要綱」とい

う。）に基づき実施するものについて、予算の範囲内において補助金を

交付するものとし、その交付に関しては、岡崎市市費補助金等に関す

る規則（昭和 34 年岡崎市規則第３号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、使用する用語の意義は、実施要綱において

使用する用語の例による。

（補助対象事業）

第３条 補助対象事業は、実施施設が実施要綱に基づき実施する一時預

かり事業（以下「補助対象事業」という。）とする。

（補助対象者）

第４条 補助対象者は、補助対象事業を実施する実施施設の設置者とす

る。

（補助対象経費及び補助率）

第５条 補助金の交付の対象とする経費及び補助率は、別表のとおりと

する。

（交付額の算定方法）

第６条 補助金の交付額は、別表の第１欄に定める区分ごとに、次によ

り算出された額の合計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計

額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと

する。

 ⑴ 第１欄の区分ごとに、第２欄に定める基準額と第３欄に定める対

象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金

その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

 ⑵ 第１欄の区分ごとに、⑴により選定された額に第４欄に定める補



助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

（交付の条件）

第７条 この補助金の交付の決定には、次の各号に定める条件が付され

るものとする。

⑴ 補助対象事業に要する経費については、別表の第１欄の区分を超

えて配分の変更を行うことはできない。

⑵ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の

機械、器具及びその他の財産については「補助事業者等が補助事業

等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成 27

年内閣府告示第 424 号）に定める期間（第６号において「処分制限

期間」という。）を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補

助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

又は廃棄してはならない。

⑶ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を市に返納させることがある。

⑷ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

その効率的な運営を図らなければならない。

⑸ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、様式第１号

により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助金の交

付を受けた事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一

支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わ

ず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っ

ている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行

うこと。また、市長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全

部又は一部を市に納付させることがある。

⑹ この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調

書を作成するとともに、事業に係る収入及び支出について証拠書類

を整理し、かつこれらを補助金の額の確定の日（第 11 条に基づく事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日）の

属する年度の終了後５年間保管しなければならない。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万

円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処

分が完了する日、又は処分制限期間を経過する日のいずれか遅い日

まで保管しておかなければならない。



（交付の申請）

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）

は、規則第５条の規定に基づき、様式第２号よる市費補助金交付申請

書に、実施する一時預かり事業の種類に応じ、次の各号に掲げる書類

を添えて提出しなければならない。

 ⑴ 一時預かり事業（一般型）実施計画書（様式第３号） 

 ⑵ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）実施計画書（様式第４号） 

 ⑶ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）実施計画書（様式第５号） 

 ⑷ 新型コロナウイルス感染症対策支援事業実施計画書（様式第６号） 

 ⑸ 収支予算書（様式第７号） 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定）

第９条 市長は、前条の申請があったときは、規則第６条の規定に基づ

き当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、

補助金の交付の適否を決定するものとする。

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、規則第７条の規定に基づ

き速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件

を申請者に通知するものとする。

（交付決定の取消）

第 10 条 市長は、補助事業者が規則第 13 条に規定するもののほか、偽

りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められたときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（変更等の承認申請）

第 11 条 補助事業者は、市費補助事業の内容を変更しようとするとき

（軽微な変更を除く。）又は市費補助事業を中止し、若しくは廃止しよ

うとするときは、規則第６条の２の規定に基づき、あらかじめ様式第

８号による市費補助金変更等承認申請書に第８条各号に掲げる書類を

添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

（実績報告）

第 12 条 補助事業者は、市費補助事業が完了したときは、規則第 10 条

の規定に基づき、事業完了の日から起算して 15 日を経過した日又は年

度終了後の４月 10 日のいずれか早い日までに様式第９号による市費

補助事業等実績報告書に、実施する一時預かり事業の種類に応じ、次



の各号に掲げる書類を添えて報告しなければならない。また、年度末

時点で当該実績報告書の提出がない場合については、様式第 10 号によ

る事業完了報告書を市長に提出し、当該事業の完了を市長に報告しな

ければならない。

⑴ 一時預かり事業（一般型）実施状況報告書（様式第 11 号） 

 ⑵ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）実施状況報告書（様式第 12 号） 

 ⑶ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）実施状況報告書（様式第 13 号） 

 ⑷ 新型コロナウイルス感染症対策支援事業実施状況報告書（様式第

14 号）

 ⑸ 収支決算書（様式第 15 号） 

 ⑹ その他市長の定める書類 

（額の確定）

第 13 条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、規則第 11 条の規定

に基づきその内容を審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報

告に係る市費補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付

した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確

定し、速やかに補助事業者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第 14 条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助事業者

からの請求により交付する。

（補則）

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が

別に定める。

（終期）

第 16 条 この要綱は、令和７年３月 31 日限り、その効力を失う。ただ

し、同日以前にこの要綱の規定に基づき既になされた交付申請に係る

補助金の交付に関しては、同日以降も、なおその効力を有する。

附則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。



別表

１ 区 分 ２基準額 ３対象経費 ４負担割合

一 時

預 か

り 事

業（一

般分）

１ 運営費

⑴ 一般型 

ア 一般型対象児童（イ～エを除く）（１か所当

たり年額）

(ア) 基本分

① 保育従事者がすべて保育士又は１日

当たり平均利用児童数概ね３人以下の

施設において保育士とみなされた家庭

的保育者と同等の研修を修了した者の

場合。

年間延べ利用児童数 基準額

300人未満 2,676,000円

300人以上900人未満 3,024,000円

900人以上1,500人未満 3,240,000円

1,500人以上2,100人未満 4,680,000円

2,100人以上2,700人未満 6,120,000円

2,700人以上3,300人未満 7,560,000円

3,300人以上3,900人未満 9,000,000円

3,900人以上4,500人未満 10,440,000円

4,500人以上5,100人未満 11,880,000円

5,100人以上5,700人未満 13,320,000円

5,700人以上6,300人未満 14,760,000円

6,300人以上6,900人未満 16,200,000円

6,900人以上7,500人未満 17,640,000円

7,500人以上8,100人未満 19,080,000円

8,100人以上8,700人未満 20,520,000円

8,700人以上9,300人未満 21,960,000円

9,300人以上9,900人未満 23,400,000円

9,900人以上10,500人未満 24,840,000円

10,500人以上11,100人未満 26,280,000円

11,100人以上11,700人未満 27,720,000円

11,700人以上12,300人未満 29,160,000円

12,300人以上12,900人未満 30,600,000円

一時預

かり事

業の実

施に必

要な費

用
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12,900人以上13,500人未満 32,040,000円

13,500人以上14,100人未満 33,480,000円

14,100人以上14,700人未満 34,920,000円

14,700人以上15,300人未満 36,360,000円

15,300人以上15,900人未満 37,800,000円

15,900人以上16,500人未満 39,240,000円

16,500人以上17,100人未満 40,680,000円

17,100人以上17,700人未満 42,120,000円

17,700人以上18,300人未満 43,560,000円

18,300人以上18,900人未満 45,000,000円

18,900人以上19,500人未満 46,440,000円

19,500人以上20,100人未満 47,880,000円

※20,100人以上の場合は別途協議

② ①以外（地域密着Ⅱ型を含む）の場合

年間延べ利用児童数 基準額

300人未満 2,676,000円

300人以上900人未満 2,907,000円

900人以上1,500人未満 3,119,000円

1,500人以上2,100人未満 4,505,000円

2,100人以上2,700人未満 5,891,000円

2,700人以上3,300人未満 7,277,000円

3,300人以上3,900人未満 8,663,000円

3,900人以上4,500人未満 10,049,000円

4,500人以上5,100人未満 11,880,000円

5,100人以上5,700人未満 13,320,000円

5,700人以上6,300人未満 14,760,000円

6,300人以上6,900人未満 16,200,000円

6,900人以上7,500人未満 17,640,000円

7,500人以上8,100人未満 19,080,000円

8,100人以上8,700人未満 20,520,000円

8,700人以上9,300人未満 21,960,000円

9,300人以上9,900人未満 23,400,000円

9,900人以上10,500人未満 24,840,000円

10,500人以上11,100人未満 26,280,000円

11,100人以上11,700人未満 27,720,000円



11,700人以上12,300人未満 29,160,000円

12,300人以上12,900人未満 30,600,000円

12,900人以上13,500人未満 32,040,000円

13,500人以上14,100人未満 33,480,000円

14,100人以上14,700人未満 34,920,000円

14,700人以上15,300人未満 36,360,000円

15,300人以上15,900人未満 37,800,000円

15,900人以上16,500人未満 39,240,000円

16,500人以上17,100人未満 40,680,000円

17,100人以上17,700人未満 42,120,000円

17,700人以上18,300人未満 43,560,000円

18,300人以上18,900人未満 45,000,000円

18,900人以上19,500人未満 46,440,000円

19,500人以上20,100人未満 47,880,000円

※20,100人以上の場合は別途協議

(イ) 基幹型施設加算 1,150,000円

イ 特別利用保育等対象児童（児童１人当たり日

額）（子ども・子育て支援法第28条第１項第２

号に規定する特別利用保育の提供を受ける児

童及び第30条第１項第２号に規定する特別利

用地域型保育の提供を受ける児童。）

(ア) 平日分 400円

(イ) 長期休業日（８時間未満） 400円

(ウ) 長期休業日（８時間以上） 800円

(エ) 休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日

等の利用） 800円

(オ) 長時間加算

（(ア)(イ)については４時間（又は特別

利用保育等として提供される時間との合

計が８時間）、(ウ)(エ)については８時間

を超えた利用）

・超えた利用時間が２時間未満 100円

・超えた利用時間が２時間以上３時間

未満 200円

・超えた利用時間が３時間以上 300円



ウ 緊急一時預かり対象児童（児童１人当たり

日額） 4,400円

エ 特別支援児童（障害児・多胎児）加算（児童

１人当たり日額） 3,600円

⑵ 幼稚園型Ⅰ 

ア 在籍園児分（ウを除く）（児童１人当たり日

額）

(ア ) 基本分 (平日の教育時間前後や長期休

業日の利用）

Ⅰ 年間延べ利用児童数 2,000人超の施

設

① 平日 400円

② 長期休業日（８時間未満） 400円

③ 長期休業日（８時間以上） 800円

Ⅱ 年間延べ利用児童数 2,000人以下の

施設

① 平日

（1,600,000円 ÷ 年間延べ利用児

童数）－ 400円(10円未満切り捨て)

② 長期休業日（８時間未満） 400円

③ 長期休業日（８時間以上） 800円

(イ) 休日分(土曜日､日曜日及び国民の休日

等の利用) 800円

(ウ) 長時間加算

Ⅰ (ア)Ⅰ①及び(ア)Ⅱ①については４

時 間 （ 又 は 教 育 時 間 と の 合 計 が ８ 時

間）、(ア)Ⅰ③、(ア)Ⅱ③及び(イ)につ

いては８時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が２時間未満 150円

・超えた利用時間が２時間以上３時間

未満 300円

・超えた利用時間が３時間以上 450円



Ⅱ (ア)Ⅰ②及び(ア)Ⅱ②については４

時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が２時間未満 100円

・超えた利用時間が２時間以上３時間

未満 200円

・超えた利用時間が３時間以上 300円

(エ) 保育体制充実加算

Ⅰ 次 の ① 又 は ② の 要 件 を 満 た し た 上

で、③及び④の要件を満たす施設 １か

所当たり年額 2,892,400円

Ⅱ 次 の ① 又 は ② の 要 件 を 満 た し た 上

で、③及び⑤の要件を満たす施設 １か

所当たり年額 1,446,200円

① 平日及び長期休業中の双方におい

て、原則11時間以上（平日については

教育時間を含む）の預かりを実施し

ていること。

② 平日及び長期休業中の双方におい

て、原則９時間以上（平日については

教育時間を含む）の預かりを実施す

るとともに、休日において40日以上

の預かりを実施していること。

③ 年間延べ利用児童数が2000人超の

施設であること。

④ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚

生省令第11号）第36条の35第２号ロ

（ 附 則 第 56条 第 １ 項 に お い て 読 替

え）及びハに基づき配置する者（以下

「教育・保育従事者」）をすべて保育

士又は幼稚園教諭普通免許状保有者

とすること。また、当該教育・保育従

事者の数は２名を下ることがないこ

と。

⑤ 教育・保育従事者の概ね２分の１

以上を保育士又は幼稚園教諭普通免



許状保有者とすること。また、当該教

育・保育従事者の数は２名を下るこ

とがないこと。

(オ) 就労支援型施設加算（事務経費）

１か所当たり年額 1,383,200円

※１ ※２③の配置月数（１月に満たない

端数を生じたときは、これを１月とす

る。）が６月に満たない場合には、１か

所当たり年額を691,600円とする。

※２ 次の要件を満たす施設に適用する。

① 平日及び長期休業中の双方におい

て、８時間以上（平日については教育

時間を含む）の預かりを実施してい

ること

② 特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準（平

成26年内閣府令39号）第42条に規定

されている連携施設となっているこ

と

③ 本事業の事務を担当する職員を追

加で配置すること

イ 在籍園児以外の児童分（ウ及び⑶を除く）

（児童１人当たり日額）

(ア) 基本分 800円

(イ) 長時間加算（８時間を超えた利用）

・超えた利用時間が２時間未満 150円

・超えた利用時間が２時間以上３時間未

満 300円

・超えた利用時間が３時間以上 450円

ウ 特別な支援を要する児童分（児童１人当た

り日額） 4,000円

※ 以下のいずれかの要件を満たすと市町村

が認める児童に適用する。

(ア) 教育時間内において特別な支援を要



するとして、既に多様な事業者の参入

促進・能力活用事業（認定こども園特別

支援教育・保育経費）や都道府県等によ

る補助事業等の対象となっている児童

(イ) 特別児童扶養手当証書を所持する児

童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神

障害者福祉手帳を所持する児童、医師、

巡回支援専門員等障害に関する専門的

知見を有する者による意見等により障

害を有すると認められる児童その他の

健康面・発達面において特別な支援を

要すると市町村が認める児童

※ 幼稚園型Ⅰに係る公費支援の総額（１施設当

たり年額）は、10,223,000円を上限額とする（な

お、待機児童又は特別な支援を要する児童の受

け入れ促進に資する措置（ア(ア)Ⅰ③、ア(ア)Ⅱ

③、ア(ウ)、ア(エ)、ア(オ)、イ(イ)及びウに係

る基準額）を適用したことにより、10,223,000円

を超えた場合は、この限りでない）。

⑶ 幼稚園型Ⅱ（児童１人当たり日額） 

ア ２歳児

Ⅰ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）を利用する

年間延べ利用児童数が1,500人以上の施設

(ア) 基本分 2,650円

(イ) 長時間加算（８時間を超えた利用）

・超えた利用時間が２時間未満 330円

・超えた利用時間が２時間以上３時間

未満 660円

・超えた利用時間が３時間以上 990円

Ⅱ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）を利用する

年間延べ利用児童数が1,500人未満の施設

(ア) 基本分 2,250円

(イ) 長時間加算（８時間を超えた利用）

・超えた利用時間が２時間未満 280円



・超えた利用時間が２時間以上３時間

未満 560円

・超えた利用時間が３時間以上 840円

イ １歳児

(ア) 基本分 2,250円

(イ) 長時間加算（８時間を超えた利用）

・超えた利用時間が２時間未満 280円

・超えた利用時間が２時間以上３時間未

満 560円

・超えた利用時間が３時間以上 840円

ウ ０歳児

(ア) 基本分 4,500円

(イ) 長時間加算（８時間を超えた利用）

・超えた利用時間が２時間未満 560円

・超えた利用時間が２時間以上３時間未

満 1,120円

・超えた利用時間が３時間以上 1,680円

２ 開設準備経費（１か所当たり年額）

 ⑴ 改修費等 4,000,000円  

 ⑵ 礼金及び賃借料（開設前月分） 600,000円

※  ⑴⑵とも補助申請年度に支払われたものに

限る。

※ ⑵は一般型に限る。 

一時預

かり事

業（そ

の 他

分）

運 営 費 の 事 務 経 費 加 算 （ 一 般 型 に 限 る ）

2,670,000円

一時預

かりの

実施に

必要な

経費

10/10

一時預

かり事

業（特

例措置

新型コロナウイルス感染症対策支援事業

かかり増し経費・備品等購入費等

一か所当たり 300,000円

※ 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

10/10



分） を 継 続 的 に 実 施 し て い く た め に 必 要 な 経 費

（かかり増し経費、研修受講）及び、マスクや

消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品

の購入、事業所等の消毒、感染症予防の広報・

啓発など新型コロナウイルス感染症の拡大防

止対策に必要な経費に限る。

※ 感染症対策計画の策定、職員の体調管理や

COCOAの活用等、感染拡大防止に努めること。

対策支

援事業

の実施

に必要

な経費

（飲食

物費を

除く。）


